


　　　　　８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条の規定による子会社をいう。以

　　　　　下同じ。）又は、（２）について子会社の一方が会社更正法（昭和２７年法律第１７２号）第２条第７項に規定す

　　　　　る更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号に規定する

　　　　　再生手続（以下「再生手続」という。）が存続中の会社である場合を除く。

　　　　（１）親会社（会社法第２条４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関

　　　　　　係にある場合

　　　　（２）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

　 　 ２　人的関係がある場合

　　　　　　次の（１）又は（２）に該当する二者の場合。ただし、（１）については、更正会社又は再生手続存続中の会社

　　　　　である場合は除く。

　　　　 (１)一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これに準ずる者

　　　　　　をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

　　　　（２）一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定により選

　　　　　　任された管財人を現に兼ねている場合

　　　３　１及び２に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に

　　　　係る指名停止等の措置の効果を事実上減滅するなど１又は２に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係がある

　　　　と認められる場合

　（７）防衛省として原価計算システムの適正性を確認できない状態にある者でないこと。（但し、市場価格方式による場合

　　　は除く。）

　（８）第２項の競争参加資格に該当し、関東・甲信越地域の資格を有する者。

１０　入札の方法

　（１）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０（軽減税率対象品目については１００

　　　分の８）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

　　　者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分

　　　の１００）に相当する金額を入札書に記載すること。

　（２）郵便による入札は、作成した入札書を小封筒に入れ、小封筒表に、入札日、要求番号を朱書きして、封印したものと

　　　資格決定通知書の写しを外封筒に入れ、外封筒にも、入札日、要求番号を記載し、郵便書留等にて入札日前日（入札日

　　　の前日等が閉庁日の場合は、閉庁日前直近の開庁日）１２時００分までに契約班に必着とする。

１１　落札決定方法

　（１）予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。

　（２）契約金額は、落札者の入札書に記載された金額の１００分の１１０（軽減税率対象品目については１００分の１０　

　　　８）に相当する金額とする。尚、その金額に１円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

１２　違約金

　　落札者が「入札及び契約心得に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみ

　　なし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の

　　１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。

１３　入札の無効

   (１) 第２項及び第９項の参加資格のない者のした入札又は入札に関する条件に違反した入札

　（２）入札及び契約心得第３章第６項に規定する暴力団排除の推進に関する誓約をしない場合、誓約に虚偽があった場合又

　　は誓約に反する事態が生じた場合

１４　契約書の作成

　　落札業者は落札決定後遅滞なく「陸上自衛隊標準契約（請）書」の様式により、契約書を作成し提出するものとする。た

　だし、契約担当官が認める場合において、契約金額が１５０万円以下の場合は契約書に換え請書を提出することができる。

　また、契約金額が５０万円未満の場合は請書の提出を省略することができる。

１５　その他

　（１）入札時に必ず資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。

　（２）入札において代理人が入札をする場合は、委任状を提出するものとする。

　


